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基本施策２ 健康であたたかい心のかよいあうまちづくり 

 

施策２－１ 保健・医療 

 

＜施策の内容及び体系＞ 

市民の心と体の健康づくりを支援するとともに、病気の予防や早期発見のため

の取組を推進して、誰もが心身ともに健康で幸せに暮らすことができるまちづ

くりを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

＜施策の進捗状況を測定するための指標＞ 

指標名 単位 指標の説明又は出典 現状値 
目標値 

（令和 13 年） 

65 歳健康寿命（要介護２以上の認定

を受けるまでの平均自立期間で算出

した場合） 

歳 
東京都福祉保健局「都内各

区市町村の 65 歳健康寿命」 

男性：83.29 

女性：86.46 

（平成 30 年） 

男性：● 

女性：● 

健康づくりに取り組んでいる人の割合 ％ 市民意識調査【新規項目】 
● 

（令和●年度） 
● 

三大死因による死亡者数の割合 ％ 

死亡者数全体のうち、悪性

新生物（がん）、心疾患（高血

圧性を除く）、肺炎による死

亡者数の割合 

55.5 

（平成 29 年） 
● 

 

＜現状と主要課題＞ 

○ 当市は、すべての市民が生涯にわたって健康でいきいきと豊かな人生を送ることができるまち

を目指し、自立した生活を送ることができる年齢とされている「健康寿命」のさらなる延伸を図

るとともに、健幸１都市の実現に向けた市の取組みを推進していくことを目的として、平成 31

（2019）年３月に「健幸都市の実現に向けた東大和市健康寿命延伸取組方針」を策定しています。 

○ 同方針では、健幸都市の実現に向け、厚生労働省の「健康寿命延伸プラン（令和元（2019）～

令和７（2025）年度）」に準じ、令和 22（2040）年までに 65歳健康寿命の数値を３年以上伸ば

し（男性 86.24歳、女性 89.41歳）、また、同時に多摩地域 26市の中での健康寿命１位を目指

すことを目標に掲げています。 

                            
１ 「健康」と「幸せ」は、すべての人の願いであるとの考えから、「健幸＝健康で幸せ」を意味した造語。 

施策２－１ 保健・医療 展開方向１ 自主的・自発的な健康づくりの促進

展開方向２ 疾病の予防及び早期発見・早期治療の促進

展開方向３ 地域医療体制の充実

第三次基本構想と第五次基本計画との関係を明確化

するため、第三次基本構想の基本施策の内容を記載

する（第四次基本計画では、基本構想とは別の文言

で「施策のめざす姿」を表記している）。 

「施策の体系」をわかりやすく、

ツリー形式で表示する。 

施策の進捗状況を測定するための指標は、当該施策の中心的

な事業に関する指標を、施策ごとに２～３個設定する。 

当該施策に関わるこれまでの当市

の主要な取組みの概要や主要な統

計指標の推移等を記載する。 

第五次基本計画の分野別計画書の様式案（抜粋） 
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○ 今後、高齢化の進展等に伴い、健康寿命の延伸に取り組む重要性がより一層高まっていくと見

込まれる中、「自分の健康は自分で守る」を基本に、より多くの市民が日頃から健康の大切さ

を認識し、自らの心と体の健康づくりに責任を持って取り組むことができるよう、乳幼児から

高齢者に至るまで、生涯の各時期に応じた健康の保持・増進に資する取組みの充実を図る必要

があります。 

図表 65 歳健康寿命の都市間比較 

（要介護２以上の認定を受けるまでの平均自立期間で算出した場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都福祉保健局「平成 30年 都内各区市町村の 65歳健康寿命」 

 

＜施策の展開方向＞ 

【展開方向１】自主的・自発的な健康づくりの促進 

市民が主体的に健康づくりに取り組み、家族や地域で健康を育み合えるよう、自主的・自発的

な健康づくり活動に対する支援を推進します。 

＜手段＞ 

 健幸都市の実現に向け、「東大和市健康寿命取組方針」に基づき、市民が楽しみながら参加で

きる身体活動の機会等の充実を図ります。 

 より多くの市民の健康増進や適切な食生活の定着に向け、市民、企業、大学等の産学官民の連

携・協力に根ざした取組みを推進します。 

【展開方向２】疾病の予防及び早期発見・早期治療の促進 

市民が病気から速やかに回復できるよう、「二次予防（健康診査等による早期発見・早期治療）」

の充実を図ります。 

 疾病の早期発見・早期治療はもとより、医療費の適正化にも結び付くよう、各種健康診査・検

診や予防接種事業の充実及び受診鑑賞に取り組みます。 
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女性

男性当該施策を取り巻く社会経済状況の変

化等を踏まえ、今後、特に当市が注力

すべきと考えられる課題を記載する。 

わかりやすい計画とするため、主要な統計

指標に関する図表を記載する。 

●施策を達成するための取組を「施策の

展開方向」として整理する（第四次基

本計画の「施策の基本方針」に該当）。 

●目的と手段の関係を明確化するため

「手段」を明記し、その中で具体的取

組について記載する。 

協働のまちづくりを進めるために ─市民・事業者に期待される役割─ 

●市民は、「自分の健康は自分で守る」ことを基本として、健康づくりに努め、自らの健康

を管理します。 

●事業者は、従業員等への健康管理に努め、健康づくりの推進に努めます。 

市民及び事業者との協働の視点から、市民及び事業者

の役割について、内容を絞って別枠で表示する。 
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（参考）第四次基本計画の分野別計画書の様式（抜粋） 

  

「これまでの主な取り組み」につい

ては、第五次基本計画では「現状と

主要課題」の中で記載するため、項

目としては設けない。 

「現状と課題」については、「施策の基本方

針」と適切に対応していないことや、「施策

の基本方針」に比べて記述が過多なことを踏

まえ、第五次基本計画では内容を絞り込む。 



 4 / 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「施策の基本方針」については、内容

が見出しレベルとなっているため、第

五次基本計画では、「施策の展開方向」

の中で、より具体的に記載する。 

●市民及び事業者の役割は、実行性を担保することが難しい

ことから、第五次基本計画では、内容を絞って記載する。 

●行政の役割は、「施策の展開方向」と内容が重複するため、

第五次基本計画では掲載しない。 

 


